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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、この遊技盤の後側に配置された
図柄表示装置と、遊技盤に配設され、図柄表示装置の表示部が内側に臨む窓口を画成する
枠状装飾体と、この枠状装飾体の下枠部内周に設けられ、遊技領域から受け入れた遊技球
を転動させるステージとを備えた遊技機において、
　前記ステージに設けられ、入射した光を拡散可能な第１の光拡散部が形成されると共に
該第１の光拡散部を介して光が透過可能に構成されて、遊技球を転動可能な第１の転動面
と、
　前記ステージに前記第１の転動面より後側でかつ上方に延在するように設けられ、光が
透過可能に構成されると共に遊技球を転動可能な第２の転動面と、
　前記第２の転動面の下側に該第２の転動面から離間するように設けられ、入射した光を
前記第１の光拡散部と異なる態様で拡散可能な第２の光拡散部と、
　前記第２の光拡散部より下側に配設され、前記第１の転動面と、第２の光拡散部を介し
て第２の転動面とを発光可能な発光手段とを備え、
　前記第１の転動面、前記第２の転動面および前記第２の光拡散部は、左右の外側部側に
おいて第１および第２の転動面に対して第２の光拡散部が最も近づくと共に中央部におい
て当該第１および第２の転動面に対して第２の光拡散部が最も離間するよう左右の延在方
向における離間間隔が変化するよう形成された
ことを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
　前記第２の光拡散部は、前記第１の転動面および前記第２の転動面の下側に位置得るよ
う設けられ、
　前記第１の転動面には、前記第１の光拡散部および前記第２の光拡散部の内の両方の光
拡散部に入射した光が透過するよう構成され、
　前記第２の転動面には、前記第１の光拡散部および前記第２の光拡散部の内で第２の光
拡散部に入射した光が透過するよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記発光手段の前側を覆うように設けられて光が通過可能な通光部が形成された飾り部
を備え、
　前記発光手段は、前記飾り部の通光部の後側を横切って該通光部を上下に区分する発光
基板と、前記第１および第２の転動面に向けて光を照射可能な第１の発光体と、前記通光
部に向けて光を照射可能な第２の発光体とを備え、
　前記発光基板における前記第１および第２の転動面を向く面に前記第１の発光体が配設
されると共に、当該発光基板における第１および第２の転動面と反対側を向く面に前記第
２の発光体が配設され、
　前記飾り部の通光部において前記発光基板より上側の領域を、前記第１および第２の転
動面に向けて照射された前記第１の発光体の光で間接的に照らし、当該飾り部の通光部に
おいて発光基板より下側の領域を、当該通光部に向けて照射された前記第２の発光体の光
で直接的に照らすよう構成された請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記発光手段の前側を覆うように設けられて光が通過可能な通光部が形成された飾り部
を備え、
　前記発光手段は、前記飾り部の通光部の後側を横切って該通光部を上下に区分する発光
基板と、前記第１および第２の転動面に向けて光を照射可能な第１の発光体と、前記通光
部に向けて光を照射可能な第２の発光体とを備え、
　前記発光基板における前記第１および第２の転動面を向く面に前記第１の発光体が配設
されると共に、当該発光基板における第１および第２の転動面と反対側を向く面に前記第
２の発光体が配設され、
　前記飾り部の通光部において前記発光基板より上側の領域を、前記第１および第２の転
動面に向けて照射された前記第１の発光体の光で間接的に照らすと共に当該通光部に向け
て照射された前記第２の発光体の光で直接的に照らし、当該飾り部の通光部において発光
基板より下側の領域を、当該通光部に向けて照射された前記第２の発光体の光で直接的に
照らすよう構成された請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技領域から受け入れた遊技球を転動させた後に遊技領域に排出するよう
構成されたステージを備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば遊技機の代表例の一つであるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に
画成した遊技領域の略中央位置に前後に開口する枠状の装飾体(所謂センター役物)が配設
されており、この枠状装飾体の開口部を介して複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を
行う液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠
状装飾体の下方位置に、図柄表示装置の変動開始条件としての始動入賞装置(入賞装置)を
配設するよう構成したものが多数提案されている。そして、この種の遊技機では、前記遊
技領域に打ち出されたパチンコ球(遊技球)が前記始動入賞装置に入賞することにより、前
記図柄表示装置で図柄変動演出が開始されてリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該
図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い)で停止すると、遊技
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者に有利な所謂大当りが発生するようになっている。このように、大当りが発生するため
には、前記始動入賞装置へのパチンコ球の入賞が必要とされることから、遊技者は、前記
図柄表示装置での図柄変動演出と同様に、始動入賞装置へのパチンコ球の入賞に対しても
大きな関心を持っている。
【０００３】
　そこで、前記枠状装飾体の下縁部に、パチンコ球が左右方向に転動可能な所謂ステージ
を設けると共に、遊技領域に開口すると共にステージに連通する球通路を前記枠状装飾体
に設けて、遊技領域を流下するパチンコ球をステージに一旦受け入れて、パチンコ球をス
テージ上で転動させた後に遊技領域へ排出させることで、パチンコ球の動きを楽しませる
よう構成した遊技機が知られている(例えば特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１０４２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に開示の遊技機では、前記枠状装飾体の下方位置に発光体基板を
設置し、発光体基板のＬＥＤを点灯することで、ステージを下方から照明するよう構成さ
れている。ステージを照明することで、ステージ上のパチンコ球の視認性を高める利点が
あるが、遊技者の興趣を増すために、ステージを利用した更なる発光演出効果の向上が求
められている。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、ステージにおいて効果的な発光演出を行い得る
遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の遊技機は
、
　遊技球が流下可能な遊技領域(20a)を前面に有する遊技盤(20)と、この遊技盤(20)の後
側に配置された図柄表示装置(18)と、遊技盤(20)に配設され、図柄表示装置(18)の表示部
(18a)が内側に臨む窓口(40a)を画成する枠状装飾体(40)と、この枠状装飾体(40)の下枠部
(50)内周に設けられ、遊技領域(20a)から受け入れた遊技球を転動させるステージ(56)と
を備えた遊技機において、
　前記ステージ(56)に設けられ、入射した光を拡散可能な第１の光拡散部(77)が形成され
ると共に該第１の光拡散部(77)を介して光が透過可能に構成されて、遊技球を転動可能な
第１の転動面(72)と、
　前記ステージ(56)に前記第１の転動面(72)より後側でかつ上方に延在するように設けら
れ、光が透過可能に構成されると共に遊技球を転動可能な第２の転動面(78)と、
　前記第２の転動面(78)の下側に該第２の転動面(78)から離間するように設けられ、入射
した光を前記第１の光拡散部(77)と異なる態様で拡散可能な第２の光拡散部(90)と、
　前記第２の光拡散部(90)より下側に配設され、前記第１の転動面(72)と、第２の光拡散
部(90)を介して第２の転動面(78)とを発光可能な発光手段(64)とを備え、
　前記第１の転動面(72)、前記第２の転動面(78)および前記第２の光拡散部(90)は、左右
の外側部側において第１および第２の転動面(72,78)に対して第２の光拡散部(90)が最も
近づくと共に中央部において当該第１および第２の転動面(72,78)に対して第２の光拡散
部(90)が最も離間するよう左右の延在方向における離間間隔が変化するよう形成されたこ
とを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、発光手段から光を照射することで、第１の転動面と第２
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の転動面との夫々を、その光拡散態様の違いにより異なる態様で発光装飾することができ
る。また、第１の光拡散部が第１の転動面に形成されるのに対し、第２の光拡散部が第２
の転動面から離間して配設されて、第２の光拡散部で拡散された光が第２の転動面を照明
する構成であるから、第１の転動面と第２の転動面との発光装飾の態様の違いを際立たせ
ることができる。また、第１の転動面より上方に延在する第２の転動面と比べて、第１の
転動面と発光手段との距離が近いので、第１の光拡散部に加えて第２の光拡散部で光を拡
散するよう構成することで、第１の転動面の照明むらをより抑えることができる。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、
　前記第２の光拡散部(90)は、前記第１の転動面(72)および前記第２の転動面(78)の下側
に位置得るよう設けられ、
　前記第１の転動面(72)には、前記第１の光拡散部(77)および前記第２の光拡散部(90)の
内の両方の光拡散部(77,90)に入射した光が透過するよう構成され、
　前記第２の転動面(78)には、前記第１の光拡散部(77)および前記第２の光拡散部(90)の
内で第２の光拡散部(90)に入射した光が透過するよう構成されたことを要旨とする。
【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記枠状装飾体(40)には、前記遊技領域(20a)に開口する球入口(58a)から取り込んだ遊
技球を前記ステージ(56)の左右方向一側部に開口する球出口(58b)を介して前記転動面(72
,78)に導くワープ通路(58)が設けられ、
　前記転動面(72,78)におけるステージ(56)の左右方向一側部側の領域と該転動面(72,78)
におけるステージ(56)の左右方向他側部側の領域とに対応して一対の前記発光手段(64,64
)が配設され、
　前記下枠部(50)の前面には、前記転動面(72,78)の左右方向一側部側に対応する前記発
光手段(64)の前側に前記下枠飾り部(66)が配設されると共に、前記転動面(72,78)の左右
方向他側部側に対応する前記発光手段(64)の前側を被覆する別の下枠飾り部(68)が配設さ
れたことを要旨とする。
　この構成によれば、転動面の左右方向一側部側に対応する発光手段の前側に下枠飾り部
が配設されると共に、転動面の左右方向他側部側に対応する発光手段の前側を別の下枠飾
り部で被覆する構成であるから、下枠部の前面の装飾態様を変化させることができる。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記ステージ(56)には、該ステージ(56)の中央部側で前記第１の転動面(72)および前記
第２の転動面(78)の両方に連なる共通転動面(82,84)が、前記ワープ通路(58)の球出口(58
b)に連なる左右方向一側部と左右方向他側部との夫々に設けられ、
　前記共通転動面(82,84)には、前記第１の光拡散部と同じ光拡散処理が施されたことを
要旨とする。
　この構成によれば、ステージ全体として効果的に発光演出を行い得る。
【００１１】
　請求項３に係る発明では、
　前記発光手段(64)の前側を覆うよう設けられて光が通過可能な通光部(67)が形成された
飾り部(66)を備え、
　前記発光手段(64)は、前記飾り部(66)の通光部(67)の後側を横切って該通光部(67)を上
下に区分するように配設された発光基板(64a)と、前記第１および第２の転動面(72,78)に
向けて光を照射可能な第１の発光体(64b)と、前記通光部(67)に向けて光を照射可能な第
２の発光体(64c)とを備え、
　前記発光基板(64a)における前記第１および第２の転動面(72,78)を向く面に前記第１の
発光体(64b)が配設されると共に、当該発光基板(64a)における第１および第２の転動面(7
2,78)と反対側を向く面に前記第２の発光体(64c)が配設され、
　前記飾り部(66)の通光部(67)において前記発光基板(64a)より上側の領域を、前記第１
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および第２の転動面(72,78)に向けて照射された前記第１の発光体(64b)の光で間接的に照
らし、当該飾り部(66)の通光部(67)において発光基板(64a)より下側の領域を、当該通光
部(67)に向けて照射された前記第２の発光体(64c)の光で直接的に照らすよう構成された
ことを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、飾り部に形成された通光部を発光手段の光により発光装
飾することができる。また、通光部において発光基板より上側領域から発光基板の上面の
第１の発光体から転動面に向けて照射した光が漏れ、通光部において発光基板より下側領
域が発光基板の下面の第２の発光体から前方に照射した光によって照らされる。すなわち
、通光部の上下で発光装飾の態様を大きく変えることができる。
　請求項４に係る発明では、
　前記発光手段(64)の前側を覆うよう設けられて光が通過可能な通光部(67)が形成された
飾り部(66)を備え、
　前記発光手段(64)は、前記飾り部(66)の通光部(67)の後側を横切って該通光部(67)を上
下に区分するように配設された発光基板(64a)と、前記第１および第２の転動面(72,78)に
向けて光を照射可能な第１の発光体(64b)と、前記通光部(67)に向けて光を照射可能な第
２の発光体(64c)とを備え、
　前記発光基板(64a)における前記第１および第２の転動面(72,78)を向く面に前記第１の
発光体(64b)が配設されると共に、当該発光基板(64a)における第１および第２の転動面(7
2,78)と反対側を向く面に前記第２の発光体(64c)が配設され、
　前記飾り部(66)の通光部(67)において前記発光基板(64a)より上側の領域を、前記第１
および第２の転動面(72,78)に向けて照射された前記第１の発光体(64b)の光で間接的に照
らすと共に当該通光部(67)に向けて照射された前記第２の発光体(64c9の光で直接的に照
らし、当該飾り部(66)の通光部(67)において発光基板(64a)より下側の領域を、当該通光
部(67)に向けて照射された前記第２の発光体(64c)の光で直接的に照らすよう構成された
ことを要旨とする。
　請求項４に係る発明によれば、通光部の上下で発光装飾の態様を大きく変えることがで
きる。
【００１２】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記発光手段(64)を構成する発光基板(64a)は、前記下枠部(50)の後面に左右に離間し
て設けられた一対の係止部(94,95)の間に保持されて左右方向および上下方向に位置決め
されると共に、下枠部(50)と該下枠部(50)の後側に配設されて前記第２の転動面(78)の後
縁から上方に突出する後壁部(60)との間に保持されて前後方向に位置決めされることを要
旨とする。
　この構成によれば、発光手段の発光基板の取り付けにネジを用いてないので、発光基板
や下枠部にネジ止めのためのスペースが不要になり、発光手段の配設に要するスペースを
コンパクトにできる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、ステージにおいて効果的な発光演出を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例の遊技盤を示す正面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】実施例の枠状装飾体、遊技盤および設置部材を分解して示す斜視図である。
【図５】実施例の枠状装飾体を示す正面図である。
【図６】(ａ)は実施例の枠状装飾体の左側面図であり、(ｂ)は図５のＢ－Ｂ線断面図であ
る。
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【図７】(ａ)は実施例の枠体装飾体の要部背面図であり、(ｂ)は(ａ)から後壁部材を取り
外した状態を示す。
【図８】(ａ)は下段転動面で破断した縦断面図であり、(ｂ)は上段転動面で破断した縦断
面図である。
【図９】装飾体基部への発光基板の取り付け構造を示す説明図である。
【図１０】実施例の下枠飾り部と発光手段との関係を示す説明図である。
【図１１】ステージ、光拡散部材および発光手段の関係を示す説明図である。
【図１２】実施例の枠体装飾体を前側から見た分解斜視図である。
【図１３】実施例の枠体装飾体を後側から見た分解斜視図である。
【図１４】(ａ)は実施例のステージを示す平面図であり、(ｂ)は実施例の光拡散部材を示
す平面図である。
【図１５】(ａ)は実施例のステージを示す底面図であり、(ｂ)は実施例の光拡散部材を示
す底面図である。
【図１６】変更例の下枠飾り部と発光手段との関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチンコ機を
例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは
、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た状態で指
称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機１０について)
　図１に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置
１８(図３参照)が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊
技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護板１３ｂ
で前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉可能に組み付けられる
と共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付け
られる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け
皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体
的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８としては、各種
図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これ
に限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装
置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を採用し得る
。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成してもよい。なお、球受け皿
については、上下２枚の球受け皿１４,１５を備えるものに限らず、１枚の球受け皿のみ
を設ける構成であってもよい。
【００１７】
　前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠１２に配設された打球発射装置(図示せず)を
作動する操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方向に付
勢された操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊技者が
回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチン
コ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１
７ａの回動量に応じて打球発射装置によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成さ
れており、遊技者が操作レバー１７ａの回動量を操作することで、前記遊技盤２０におけ
る遊技領域２０ａの左側にパチンコ球を流下させる所謂「左打ち」と、該遊技領域２０ａ
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の右側にパチンコ球を流下させる所謂「右打ち(ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになっ
ている。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０は、所定板厚の略矩形状に形成された木材板の表面
に、各種絵柄等が描かれた合成樹脂シート(図示せず)等を貼付けて装飾した板部材であっ
て、該遊技盤２０の表面(盤面)に配設された略円形状に湾曲形成する案内レール２３によ
り、パチンコ球が流下可能な遊技領域２０ａが画成されている。また、前記遊技盤２０の
裏面に、前記図柄表示装置１８が取り付けられた設置部材１９(図４参照)が配設されてい
る。
【００１９】
　図２に示すように、前記案内レール２３は、遊技盤２０の左下部から右上部に至るよう
左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２４と、遊技盤２０の右上部、右下部およ
び左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール２５,２６とから構成
されている。前記内レール２５,２６は、外レール２４の右上端部に連接して遊技盤２０
の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された盤面飾り部
材２５と、遊技盤２０の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り部材２５の下端部に
連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離間して位置するレール部材２６とから構成さ
れ、該外レール２４およびレール部材２６により１個のパチンコ球が通過可能な発射通路
２３ａが画成されている。ここで、前記内レールを構成するレール部材２６は、前記遊技
盤２０の左上部に開放端を臨ませて外レール２４との間に遊技領域２０ａに開口する打出
口２３ｂを画成するよう構成されて、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が発射
通路２３ａの下方開口から上昇して、レール部材２６の開放端側の打出口２３ｂから遊技
領域２０ａ内に打ち出されるようになっている。
【００２０】
(遊技盤２０の装着口２８)
　図４に示すように、前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口２８が前記遊技領域２
０ａ内に複数開設されて、各装着口２８に対して各種部品が前側から取り付けられると共
に、遊技領域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排
出するアウト口２９が開設されている。また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ
内に多数の遊技釘３０が植設されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘
３０に接触することでパチンコ球の流下方向を不規則に変化させるようになっている。な
お、前記装着口２８の形成数は、遊技盤２０に対して取り付けられる各種部品の個数や配
設位置等により必要に応じて適宜決定される。
【００２１】
　図４に示すように、実施例の前記遊技盤２０には、前記案内レール２３で囲まれた遊技
領域２０ａの略中央の大部分が開口する第１装着口２８に、前後に開口する窓口４０ａが
形成された枠状装飾体４０が取り付けられ、該枠状装飾体４０の窓口４０ａを介して図柄
表示装置１８の表示部１８ａが遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。そして、
第１装着口２８(枠状装飾体４０)の下方に開設された第２装着口(図示せず)に、遊技領域
２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞口３２ａを有する始動入賞装置３２が
取り付けられ、該第２装着口(第１始動入賞装置３２)の右上方に開設された第３装着口(
図示せず)に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特別入賞装置３３が取
り付けられている。また、実施例のパチンコ機１０では、前記枠状装飾体４０における特
別入賞装置３３の上方であって遊技領域２０ａにおける右側の流路に臨む位置に、該流路
を流下するパチンコ球が入賞可能な第２始動入賞口３４ａを有する第２始動入賞装置３４
が取り付けられている。
【００２２】
　そして、前記第１始動入賞装置３２に設けられた第１始動入賞口３２ａまたは第２始動
入賞装置３４に設けられた第２始動入賞口３４ａに遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
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が入賞することで、前記図柄表示装置１８の表示部１８ａにおいて図柄が変動表示されて
図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、図柄表示装置１８の表示部１８ａに所
定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂大
当り(当り)が発生し、大当りの発生に伴って前記特別入賞装置３３が開放して多数の賞球
を獲得し得る機会が与えられるようになっている。ここで、前記第１始動入賞装置３２は
、第１始動入賞口３２ａが遊技領域２０ａに常時開放する常時開放型の入賞装置とされ、
前記第２始動入賞装置３４は、所定の開放条件および閉鎖条件(何れも後述)に従って第２
始動入賞口３４ａが開閉部材３５により開閉される開閉型の入賞装置とされている。そし
て、前記特別入賞装置３３は、開閉体３３ａにより特別入賞口(図示せず)を常には閉鎖(
入賞不能状態と)するよう構成され、大当りの発生に伴って特別入賞口を開放(入賞可能状
態と)するよう構成されている。
【００２３】
　実施例のパチンコ機１０では、遊技が行われる遊技状態として３つの状態が設定されて
いる。すなわち、パチンコ機１０において通常行われる通常状態と、該通常状態に比べて
大当りの発生確率が高く、かつ前記第２始動入賞装置３４の第２始動入賞口３４ａへの入
賞確率が高く設定された確率変動状態と、通常状態に比べて大当りの発生確率が同等で、
かつ第２始動入賞装置３４の第２始動入賞口３４ａへの入賞確率が高く設定された時間短
縮状態が設定されている。そして、前記第１始動入賞口３２ａまたは第２始動入賞口３４
ａへパチンコ球が入賞した際に、前記遊技状態を変更するか否かがパチンコ機１０裏側に
配設された制御装置(図示せず)で決定される。
【００２４】
　図２に示すように、前記第２始動入賞装置３４の右上方には、前記遊技領域２０ａにお
ける右側の流路を流下するパチンコ球が通過可能な球通過ゲート３６が設けられると共に
、パチンコ球を検出する球通過検出センサ(図示せず)が球通過ゲート３６に設けられてい
る。前記球通過ゲート３６の球通過検出センサは、前記制御装置に接続されており、該球
通過検出センサの検出に伴って前記第２始動入賞装置３４における第２始動入賞口３４ａ
を開放するか否かの始動口開放抽選が行われ、該始動口開放抽選の結果が当選の場合に、
第２始動入賞口３４ａを開放するよう第２始動入賞装置３４が駆動制御されるようになっ
ている。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、前記球通過ゲート３６の球通過検出セ
ンサがパチンコ球を検出して行われる始動口開放抽選の結果が当選となることが、前記第
２始動入賞装置３４の第２始動入賞口３４ａを開放する開放条件とされている。
【００２５】
　そして、前記第２始動入賞口３４ａを開放してから所定の閉鎖条件が成立することで、
該第２始動入賞口３４ａが閉鎖されるようになっている。ここで、前記第２始動入賞口３
４ａを閉鎖する閉鎖条件としては、例えば前記開閉部材３５が入賞許容位置に移動してか
らの経過時間(第２始動入賞口３４ａの開放時間)や、第２始動入賞口３４ａへの設定数の
パチンコ球の入賞等が挙げられるが、これに限られるものではない。すなわち、パチンコ
機１０において入賞口を開閉する開閉式の始動入賞装置に採用される開閉部材３５の開放
条件および閉鎖条件に従って第２始動入賞装置３４が駆動制御される。
【００２６】
(特定条件について)
　実施例のパチンコ機１０では、前記第２始動入賞装置３４の第２始動入賞口３４ａを開
放する開放条件および該第２始動入賞口３４ａを閉鎖する閉鎖条件は、遊技状態に応じて
設定されている。すなわち、遊技状態が前記確率変動状態および時間短縮状態の場合には
、遊技状態が通常状態の場合に比べて、前記第２始動入賞装置３４の第２始動入賞口３４
ａが開放され易くなるよう前記開放条件や閉鎖条件が設定されて、第２始動入賞口３４ａ
への入賞率を高くするよう構成されている。具体的には、実施例では、遊技状態が前記確
率変動状態および時間短縮状態の場合には、遊技状態が通常状態の場合に比べて、前記始
動口開放抽選の結果が確定するまでの時間が短くなるよう設定されると共に、第２始動入
賞口３４ａの１回の開放毎の開放時間を長く設定することで、確率変動状態および時間短
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縮状態における第２始動入賞口３４ａへの入賞確率を高くしている。例えば、遊技状態が
通常状態の場合には、始動口開放抽選の結果が確定するまでの時間が略３０秒で、かつ第
２始動入賞口３４ａの開放時間が０．１秒／１回に設定されるのに対し、遊技状態が確率
変動状態および時間短縮状態の場合には、始動口開放抽選の結果が確定するまでの時間が
略２秒で、かつ第２始動入賞口３４ａの開放時間が２秒／１回に設定されている。
【００２７】
　そして、前記特別入賞装置３３および第２始動入賞装置３４の夫々を、前記遊技領域２
０ａの右側部に配置したことで、パチンコ球が遊技領域２０ａの左側部を流下する場合に
比べて、遊技領域２０ａの右側部を流下する場合の方が、各入賞装置３３,３４に入賞し
易くなっている。従って、実施例のパチンコ機１０は、特定の条件が成立した場合(大当
り状態、遊技状態が確率変動遊技状態または時間短縮遊技状態となった場合)に、パチン
コ球を枠状装飾体４０の右側(遊技領域２０ａの右側部)を流下するように打ち出す「右打
ち(ゴム打ち)」を実施し、特定条件が不成立の場合には、パチンコ球を枠状装飾体４０の
左側(遊技領域２０ａの左側部)を流下するように打ち出す「左打ち」を実施することで、
所定の遊技が行われるよう構成されている。このように、遊技者が遊技状態(特定条件の
成立・不成立)に応じて前記操作ハンドル１７を操作してパチンコ球の打ち出し位置を変
更するよう構成することで、遊技者に能動的な遊技参加を促し、遊技の興趣を高めるよう
になっている。すなわち、実施例において特定条件の成立とは、パチンコ球を右側の流路
へ打ち出す「右打ち(ゴム打ち)」を実施するのに適した条件の成立をいうものである。
【００２８】
(設置部材１９について)
　前記設置部材１９は、前記遊技盤２０の外郭形状と略整合する大きさおよび形状に形成
された略矩形状の背面板と、該背面板の外周縁部から前方に突出する画壁部とから前方に
開口した箱状に形成されて、該画壁部の開口前端部を遊技盤２０の裏面に当接させた状態
で、当該遊技盤２０と設置部材１９とがネジにより固定される。そして、前記設置部材１
９において前記遊技盤２０との間に画成される空間に、各種の可動演出装置や各種の発光
装置等が設置されて、設置部材１９をベースとする１つのユニットとして扱い得るように
なっている。また、前記設置部材１９の背面板には、前記枠状装飾体４０の窓口４０ａを
前後に整列する位置に、略矩形状の開口部１９ａが前後に開口するよう開設されると共に
、該背面板の裏側に前記図柄表示装置１８が着脱自在に取り付けられて、該開口部１９ａ
を介して図柄表示装置１８の表示部１８ａが遊技盤２０の前側に臨むようになっている。
【００２９】
(枠状装飾体４０について)
　図５～図１３に示すように、前記枠状装飾体４０は、環状に形成されて各種部材の設置
部分となる装飾体基部４２と、該装飾体基部４２の後面から後方へ突出するよう形成され
、前記遊技盤２０に開設された前記第１装着口２８の内側に沿って延在する板状の装飾体
固定部４４と、該装飾体基部４２に設けられて前記遊技盤２０の前面より前方に突出し、
前記遊技領域２０ａと図柄表示装置１８の表示部１８ａ(表示領域)を区切る庇状部４６と
、該庇状部４６の後縁から外方に延出する板状の装飾体取付部４８とを備えている。枠状
装飾体４０は、装飾体固定部４４を第１装着口２８に挿入すると共に装飾体取付部４８を
遊技盤２０の前面に当接した状態で、該装飾体取付部４８をネジ等で遊技盤２０に固定す
ることで遊技盤２０に取り付けられる。ここで、庇状部４６は、枠状装飾体４０(装飾体
基部４２)の左側縁の中間位置から上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう設け
られており、図柄表示装置１８の前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制
している。また、枠状装飾体４０の左側縁下部および下縁(特に区別する場合は下枠部５
０という)には、前記庇状部４６が設けられず、前側をパチンコ球が通過可能に構成され
ている。また、実施例の枠状装飾体４０の上縁部および側縁部には、各種の意匠が施され
た飾り体５１,５２,５３や透光性の飾り体５１,５２,５３を発光させる照明手段５４など
が配設されている。なお、枠状装飾体４０は、装飾体基部４２、装飾体固定部４４、庇状
部４６および装飾体取付部４８の全てあるいはこれらのうちで組み合わせて樹脂により一
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体成形しても、別部材を組み合わせる構成の何れであってもよい。また、実施例の装飾体
基部４２は、透明な樹脂板で構成されて、光を透過可能になっている。
【００３０】
　図５に示すように、前記枠状装飾体４０は、下枠部５０の内周(窓口４０ａの下側)に設
けられたステージ５６と、該枠状装飾体４０の左側縁(窓口４０ａの左側)に、遊技領域２
０ａから取り込んだパチンコ球をステージ５６に導くワープ通路５８とを備えている。ワ
ープ通路５８または枠状装飾体４０の左側縁下部前側を通って遊技領域２０ａからステー
ジ５６に入ったパチンコ球は、ステージ５６上を左右に転動した後に、下枠部５０の前側
を通って遊技領域２０ａに排出される。ここで、ワープ通路５８の球出口５８ｂは、ステ
ージ５６の左側部(左右方向一側部)に右側方へ向けて開口しており、遊技領域２０ａに開
口する球入口５８ａを介してワープ通路５８に流入したパチンコ球を球出口５８ｂからス
テージ５６に右側方へ向けて送り出されるようになっている。また、ステージ５６の後側
には、左右方向の全長に亘って後壁部材(後壁部)６０が上側に向けて所定高さで立ち上が
っており、ステージ５６上を転動するパチンコ球が図柄表示装置１８の表示部１８ａ側に
移動するのを該後壁部材６０で防止している。更に、図１２および図１３に示すように、
下枠部５０は、該下枠部５０を構成する装飾体基部４２に配設された光拡散部材６２と、
該光拡散部材６２を介してステージ５６に向けて光を照射可能な発光手段６４,６４と、
該装飾体基部４２の前側に発光手段６４,６４を覆うように配設され、該下枠部５０の前
面を構成する下枠飾り部６６,６８とを備えている。
【００３１】
　図２、図５および図６に示すように、前記下枠部５０の中央部には、前記ステージ５６
の中央部に開設された球導入口７０ａから取り込んだパチンコ球を案内して、第１始動入
賞口３２ａの上方で開口する球導出口７０ｂからパチンコ球を放出する王道ルートとも呼
ばれる球案内路７０が設けられている。すなわち、ステージ５６を介して球案内路７０か
ら放出されるパチンコ球が高確率で第１始動入賞口３２ａに入賞するよう構成されている
。
【００３２】
(ステージ５６について)
　図１２、図１３および図１４に示すように、前記ステージ５６は、下枠部５０を構成す
る装飾体基部４２に後側から取り付けられ、下枠部５０内周に左右方向に延在するように
配設されている。図１１に示すように、ステージ５６は、パチンコ球を転動させる下段転
動面(第１の転動面)７２と、この下段転動面７２より後側でかつ高い位置に延在するよう
に設けられ、パチンコ球を転動させる上段転動面(第２の転動面)７８とを備え、該ステー
ジ５６の手前側で下段を構成する下段転動面７２と該ステージ５６の奥側で上段を構成す
る上段転動面７８との上下２段を有する段状に形成されている。また、ステージ５６は、
左右方向の側部の夫々に、ステージ５６の中央部側で下段転動面７２および上段転動面７
８の両方に連なる共通転動面８２,８４を備えており、共通転動面８２,８４で転動するパ
チンコ球を下段転動面７２または上段転動面７８に振り分け可能に構成されている。なお
、ステージ５６において左側(ステージの左右方向一側部)に設けられた左共通転動面８２
の外側部に、ワープ通路５８の球出口５８ｂが開口している(図７(ｂ)参照)。
【００３３】
(下段転動面７２について)
　図１１に示すように、前記下段転動面７２は、共通転動面８２,８４に連なる左右の側
部(外側部という)から中央部側に向かうにつれて下方傾斜するように形成されると共に、
中央部が隆起するように形成されており、中央部の下段凸状部７３と左右の側部を構成す
る傾斜部７５との間に下段凹状部７４が設けられている。ここで、下段凸状部７３は、共
通転動面８２,８４に連なる下段転動面７２の外側部(傾斜部７５の傾斜上端)よりも低く
設定されており、下段凸状部７３における左右方向中央に後側から前に向かうにつれて下
方傾斜する下段案内溝７３ａが設けられている(図６(ｂ)参照)。下段案内溝７３ａの前縁
は、第１始動入賞口３２ａの直上に位置しており(図２参照)、下段案内溝７３ａで案内さ
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れて該下段案内溝７３ａの前縁から遊技領域２０ａに放出されるパチンコ球が、第１始動
入賞口３２ａに高い確率で入賞するよう構成されている。また、下段凹状部７４は、後側
から前に向かうにつれて下方傾斜するよう形成されており(図１２参照)、第１始動入賞口
３２ａの左右に並べて配設されて該第１始動入賞口３２ａにパチンコ球を案内する遊技釘
３０(所謂道釘)の上方に、下段凹状部７４の前縁が配置されている。すなわち、下段凹状
部７４で案内されて該下段凹状部７４の前縁から遊技領域２０ａに放出されるパチンコ球
は、下段案内溝７３ａから放出されるパチンコ球より第１始動入賞口３２ａに入賞する確
率が低くなっている。また、下段案内溝７３ａは、１個のパチンコ球が嵌り込む左右幅で
形成されるのに対して、下段凹状部７４は、後側から前側に向かうにつれて左右幅が広が
るように形成されて、その前縁において複数のパチンコ球を並べることが可能な左右幅に
なっている(図１４(ａ)参照)。下段転動面７２は、共通転動面８２,８４から下段凹状部
７４に向かう傾斜部７５前縁に、パチンコ球の半径より小さい突出寸法で上方に延出する
下段突片７６が設けられており、下段突片７６によって当該傾斜部７５から遊技領域２０
ａにパチンコ球が放出され難くしてある。なお、下段転動面７２は、中央の下段案内溝７
３ａを挟んで左右対称な形状になっている。
【００３４】
　前記下段転動面７２は、入射した光を拡散可能な第１光拡散部(第１の光拡散部)７７が
設けられると共に、該第１光拡散部７７を介して光を透過可能に構成されている。下段転
動面７２は、パチンコ球が転動する上面が平らに形成されると共に下面に第１光拡散部７
７が設けられている(図６(ｂ)および図１５(ａ)参照)。実施例の第１光拡散部７７は、前
後方向に延在する凸条が左右方向に並ぶ凸凹形状に形成されている。また、下段転動面７
２は、透明な樹脂板であり、第１光拡散部７７が一体形成されている。
【００３５】
(上段転動面７８について)
　図１１に示すように、前記上段転動面７８は、中央部が隆起するように形成されると共
に、左右の側部(外側部という)に連なる共通転動面８２,８４と中央部の上段凸状部７９
との間に、該上段凸状部７９より凹む上段凹状部８０が設けられている。なお、上段凸状
部７９は、共通転動面８２,８４に連なる上段転動面７８の外側部よりも僅かに高く設定
されている。上段凸状部７９の左右方向中央には、前側から後に向かうにつれて下方傾斜
する上段案内溝７９ａが設けられ(図１４(ａ)参照)、この上段案内溝７９ａの後縁に前記
球案内路７０の球導入口７０ａが開口している。すなわち、上段転動面７８は、上段案内
溝７９ａで案内されるパチンコ球が球案内路７０に高い確率で通入するように構成されて
いる。また、上段凹状部８０は、後側から前に向かうにつれて下方傾斜するよう形成され
ると共に、該上段凹状部８０の前縁が下段転動面７２における傾斜部７５の上方に配置さ
れ、上段凹状部７４で案内されたパチンコ球が下段転動面７２の傾斜部７５に流下するよ
うになっている。上段案内溝７９ａは、１個のパチンコ球が嵌り込む左右幅で形成される
のに対して、下段凹状部８０は、後側から前側に向かうにつれて左右幅が広がるように形
成されて、その前縁において複数のパチンコ球を並べることが可能な左右幅になっている
(図１４(ａ)参照)。上段転動面７８は、上段凸状部７９の前縁に、パチンコ球の半径より
小さい突出寸法で上方に延出する上段突片８１が設けられており、上段突片８１によって
上段凸状部７９から前側の下段転動面７２または遊技領域２０ａにパチンコ球が放出され
難くしてある。なお、上段転動面７８は、中央の上段案内溝７９ａを挟んで左右対称な形
状になっている。
【００３６】
　前記上段転動面７８は、光を透過可能に構成されている。ここで、上段転動面７８は、
透明な樹脂板で構成されて、下段転動面７２の後縁から立ち上がる立壁面８６の上縁に該
上段転動面７８の前縁が繋がっている(図６(ｂ)参照)。すなわち、ステージ５６では、下
段転動面７２を転動するパチンコ球が立壁面８６８により後方への移動が規制される。上
段転動面７８は、上面および下面が平坦に形成されて、下段転動面７２の第１光拡散部７
７の如く積極的な光拡散処理が施されていない。なお、実施例のステージ５６は、下段転



(12) JP 6085232 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

動面７２および上段転動面７８の前後幅が略同じで、何れもパチンコ球を１個ずつ左右方
向に転動可能な前後幅に設定されている。
【００３７】
(共通転動面８２,８４について)
　前記ステージ５６の左側部に設けられた左共通転動面８２は、左側縁から中央部側に向
かうにつれて下方傾斜するよう形成されて、中央部側の前部が下段転動面７２の左側部に
連なると共に中央部側の後部が上段転動面７８の左側部に連なっている。このように、左
共通転動面８２は、該左共通転動面８２に受け入れたパチンコ球を右側方へ向けて案内し
、左共通転動面８２においてパチンコ球が流下する前後位置により下段転動面７２または
上段転動面７８に振り分けている。ここで、ワープ通路５８の球出口５８ｂは、左共通転
動面８２の傾斜上端部側において後側に偏倚した位置(上段転動面７８を左側へ延長した
位置)で、右側へ向けて開口しており、ワープ通路５８の球出口５８ｂから放出されたパ
チンコ球が下段転動面７２と比べて上段転動面７８に流下し易くなっている。
【００３８】
　前記ステージ５６の右側部に設けられた右共通転動面８４は、右側縁から中央部側に向
かうにつれて下方傾斜するよう形成されて、中央部側の前部が下段転動面７２の右側部に
連なると共に中央部側の後部が上段転動面７８の右側部に連なっている。このように、右
共通転動面８４は、該右共通転動面８４に受け入れたパチンコ球を左側方へ向けて案内し
、右共通転動面８４においてパチンコ球が流下する前後位置により下段転動面７２または
上段転動面７８にパチンコ球を振り分けている。右共通転動面８４は、右側縁に向かうに
つれて傾斜角度が急になって、該右側縁近傍で略鉛直に延在し、該右側縁がステージ５６
の左側縁より上方に位置するよう形成されている(図１１参照)。
【００３９】
　前記共通転動面８２,８４は、前記第１光拡散部７７と同じ光拡散処理が施された共通
光拡散部８２ａ,８４ａを有すると共に(図１５(ａ)参照)、該共通光拡散部８２ａ,８４ａ
を介して光を透過可能に構成されている。共通転動面８２,８４は、パチンコ球が転動す
る上面が平らに形成されると共に下面に共通光拡散部８２ａ,８４ａが設けられている。
実施例の共通光拡散部８２ａ,８４ｂは、前記第１光拡散部７７と同様に、前後方向に延
在する凸条が左右方向に凸凹形状に形成されている。また、共通転動面８２,８４は、透
明な樹脂板であり、共通光拡散部８２ａ,８４ａが一体形成されている。更に、各共通転
動面８２,８４には、前縁から上方に延出する共通突片８２ｂ,８４ｂが、下段転動面７２
の下段突片７６に連続して設けられている(図１１参照)。左共通転動面８２は、該左共通
転動面８２よりパチンコ球の半径以上の寸法で上方に延出している共通突片８２ｂによっ
て、左共通転動面８２から遊技領域２０ａへのパチンコ球の放出を規制している。また、
右共通転動面８４は、ステージ５６の前面に配設されて該右共通転動面８４よりパチンコ
球の半径以上の寸法で上方に延出している第２下枠飾り部６８によって、右共通転動面８
４から遊技領域２０ａへのパチンコ球の放出を規制している(図７(ｂ)参照)。すなわち、
共通転動面８２,８４を転動するパチンコ球は、下段転動面７２または上段転動面７８の
何れかに振り分けられる。
【００４０】
　実施例のステージ５６は、下段転動面７２および共通転動面８２,８４の前縁から下方
へ延出する垂下壁面８８を備え、この垂下壁面８８が下枠部５０をなす装飾体基部４２に
取り付けられてステージ５６が該装飾体基部４２の内側に嵌り込むようになっている。実
施例のステージ５６は、下段転動面７２、上段転動面７８、左右の共通転動面８２,８４
、立壁面８６および垂下壁面８８が無色透明な樹脂により一体形成されており、上段転動
面７８、立壁面８６および垂下壁面８８を除いた、下段転動面７２および共通転動面８２
,８４の下面に光拡散処理が施されている。このように、ステージ５６は、全体として光
を透過可能に構成されている。
【００４１】
(光拡散部材６２について)
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　図１２および図１３に示すように、前記光拡散部材６２は、上段転動面７８の下側に該
上段転動面７８から離間するように設けられた板状の第２光拡散部(第２の光拡散部)９０
と、この第２光拡散部９０の後縁から上方に立ち上がるように形成されて、前記ステージ
５６の立壁面８６の後側に重なるように配置される板状の縦壁部９２とを備えている。第
２光拡散部９０は、入射した光を拡散する光拡散処理が施されると共に光を透過可能に構
成されて、前記第１光拡散部７７と異なる態様で光を拡散するように形成されている。な
お、実施例の光拡散部材６２は、第２光拡散部９０および縦壁部９２を一体形成した透明
な樹脂成形品であり、縦壁部９２についても光を透過可能になっている。
【００４２】
　実施例の第２光拡散部９０は、上下方向に凸凹すると共に前後方向に波状に湾曲する筋
が左右方向に延在する立体形状を基本とし(図１４(ｂ))、凹凸が左右方向に規則的に並ぶ
形状からなる第１光拡散部７７の光拡散構造と異なり、第２光拡散部９０の光拡散構造は
凹凸が不規則に配置されている。ここで、実施例の第２光拡散部９０は、上段転動面７８
の前縁より前方に延出すると共に上段転動面７８の左右の側縁より外方へ延出するように
形成されて、上段転動面７８の下側に重なるように配置されるだけでなく、下段転動面７
２および共通転動面８２,８４の下側にも重なるように延在している(図６(ｂ)および図８
参照)。第２光拡散部９０は、ステージ５６の中央部が底になる円弧形状で左右方向に湾
曲して延在するよう形成されている。すなわち、湾曲形状の第２光拡散部９０は、上段転
動面７８の左右方向の部位(上段凸状部７９や上段凹状部８０)によって該上段転動面７８
との離間間隔が変化し、左右の外側部側で上段転動面７８に最も近づき、中央部で上段転
動面７８から最も離間するようになっている(図８(ｂ)参照)。また、第２光拡散部９０は
、共通転動面８２,８４および下段転動面７２における傾斜部７５に沿って延在するよう
配置される一方、下段転動面７２の下段凸状部７３の下側に離間するよう配置されている
(図８(ａ)参照)。実施例の光拡散部材６２は、前記第２光拡散部９０に加えて、上段転動
面７８後部の下側に重なる部位裏面に、ダイヤモンドカットが施された突起状部を並べて
形成された補助光拡散部９１を備えている。光拡散部材６２は、下段転動面７２および共
通転動面８２,８４の下側に重なる光拡散構造を第２光拡散部９０で構成し、上段転動面
７８後部の下側に重なる光拡散構造を第２光拡散部９０と補助光拡散部９１で構成し、上
段転動面７８前部の下側に重なる光拡散構造を第２光拡散部９０で構成している。
【００４３】
　図１２に示すように、前記光拡散部材６２は、第２光拡散部９０の前端面に前方に突出
形成された位置決め突起９０ａを左右方向に離間して複数備え、各位置決め突起９０ａを
ステージ５６の垂下壁面８８に開設された対応の位置決め孔８８ａに挿入することで、ス
テージ５６に対して上下左右方向に位置決めされる。また、光拡散部材６２は、ステージ
５６の垂下壁面８８とステージ５６の後側に取り付けられる前記後壁部材６０との間に挟
まれて前後方向に位置決めされる。このように、光拡散部材６２は、ネジ等の工具が必要
な固定手段を用いないで、下枠部５０に配設されている。
【００４４】
(発光手段６４について)
　図７(ｂ)および図８に示すように、前記下枠部５０には、下段転動面７２および上段転
動面７８における左側(左右方向一側部側)の領域と、下段転動面７２および上段転動面７
８における右側(左右方向他側部側)の領域とに対応して一対の発光手段６４,６４が配設
されている。各発光手段６４は、第２光拡散部９０の下側に配設される板状の発光基板６
４ａと、この発光基板６４ａの上面に配設され、該発光基板６４ａの上方に配置された下
段転動面７２および上段転動面７８に向けて光を照射可能な第１発光体６４ｂと、発光基
板６４ａに配設され、該発光基板６４ａの前方に配置される下枠飾り部６６,６８に向け
て光を照射可能な第２発光体６４ｃとを備えている(図１０および図１１参照)。なお、第
１発光体６４ｂおよび第２発光体６４ｃとしては、ＬＥＤが用いられている。発光基板６
４ａは、板面を転動面７２,７８に向けた姿勢で下枠部５０に配設され、複数の第１発光
体６４ｂおよび複数の第２発光体６４ｃの夫々が左右方向に離間配置されている。ここで
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、発光基板６４ａは、ステージ５６の外側部から中央部側に向かうにつれて板面が下方傾
斜するように斜めに配置されており、中央部側に傾いた斜め上方へ向けて光を第１発光体
６４ｂから照射するようになっている。
【００４５】
　図１４および図１５に示すように、実施例の発光手段６４は、第１発光体６４ｂが発光
基板６４ａの後側に偏倚して配置されて、下段転動面と上段転動面７８との間にある立壁
面８６の略下側に位置し、光拡散部材６２を介して下段転動面７２および上段転動面７８
の両方に光を照射可能になっている。また、発光手段６４は、第２発光体６４ｃが発光基
板６４ａの前側に偏倚して配置されて、下段転動面７２の下側に位置している。下段転動
面７２および上段転動面７８において球案内路７０が設けられたステージ５６の中央部よ
り左側領域を照明する左側発光手段６４は、４基の第１発光体６４ｂが発光基板６４ａの
上面に実装されると共に２基の第２発光体６４ｃが発光基板６４ａの下面に実装されてい
る。一方、下段転動面７２および上段転動面７８において球案内路７０が設けられたステ
ージ５６の中央部より右側領域を照明する右側発光手段６４は、３基の第１発光体６４ｂ
が発光基板６４ａの上面に実装されると共に、発光基板６４ａの上面と下面との夫々１基
ずつの第２発光体６４ｃが実装されている。
【００４６】
　図８および図９に示すように、前記各発光手段６４の発光基板６４ａは、下枠部５０を
なす装飾体基部４２の後面に、左右に離間して設けられた一対の係止部９４,９５の間に
保持されて左右方向および上下方向に位置決めされると共に、該装飾体基部４２と前記後
壁部材６０との間に保持されて前後方向に位置決めされる。前記一対の係止部９４,９５
のうちでステージ５６の中央部側に設けられる内側係止部９４は、外側に向けて開口する
凹部を有する略コ字形状に形成され、凹部に嵌め合わせた発光基板６４ａの内側端部を保
持している。前記一対の係止部９４,９５のうちでステージ５６の左右の側部側に設けら
れる外側係止部９５は、下枠部５０に延在する前記装飾体固定部４４の上方に延在するよ
うに形成され、該外側係止部９５と装飾体固定部４４とで上下から発光基板６４ａの外側
端部を挟持するようになっている。なお、一対の係止部９４,９５に保持された発光基板
６４ａの外側端部は、装飾体固定部４４の内面に突き当たるようになっている。
【００４７】
　図８に示すように、前記発光基板６４ａは、装飾体基部４２の後側に突出する取付ボス
Ｂ１,Ｂ２により位置合わせ可能になっている。装飾体基部４２の後面には、ステージ５
６をネジ止め固定するためのステージ取付ボスＢ１が中央部側上部に後方へ突出するよう
に設けられると共に、下枠飾り部６６,６８をネジ止め固定するための飾り部取付ボスＢ
２が、ステージ取付ボスＢ１の下側に対向する位置とこの位置から外側方に離間した位置
とに後方に突出するように設けられている。発光基板６４ａは、ステージ取付ボスＢ１と
内側の飾り部取付ボスＢ２との間を通るように配設されると共に、外側の飾り部取付ボス
Ｂ２の上側を通るように配設されており、発光基板６４ａを装飾体基部４２に取り付ける
際に、これらの取付ボスＢ１,Ｂ２,Ｂ２を基準として発光基板６４ａを位置合わせするこ
とで、一対の係止部９４,９５に発光基板６４ａを簡単に保持させることができる。
【００４８】
　前記後壁部材６０の前面下部には、左右の発光基板６４ａ,６４ａの夫々に対応して、
該発光基板６４ａの姿勢に合わせて左右方向に斜め延在すると共に上下に対向配置された
一対の保持片６０ａ,６０ａが設けられている。そして、後壁部材６０を装飾体基部４２
の後側に取り付けた際に、発光基板６４ａの後縁を一対の保持片６０ａ,６０ａが上下か
ら挟持して、上下方向の位置決めをするようになっている。このように、発光基板６４ａ
(発光手段６４)は、ネジ等の工具が必要な固定手段を用いないで、下枠部５０に配設され
ている。なお、発光手段６４の前側に盤面に沿って延在する装飾体基部４２は、光を透過
可能な板状に形成されており、実施例では無色透明である。
【００４９】
(後壁部材６０について)
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　図１２および図１３に示すように、前記後壁部材６０の後壁本体は、下枠部５０の装飾
体基部４２、ステージ５６および光拡散部材６２の後側を覆うと共にステージ５６におけ
る上段転動面７８の後縁から上方へ延出するよう形成され、この後壁本体の上縁から前方
へ延出するように形成され、遊技盤２０と設置部材１９との間へのパチンコ球の通入を防
止する庇片６０ｂを備えている。後壁部材６０は、無色透明な樹脂からなり、上段転動面
７８の上方に延出する後壁本体上部および庇片６０ｂを介して、図柄表示装置１８の表示
部１８ａで行われる表示演出を視認可能になっている。
【００５０】
(下枠飾り部６６,６８について)
　図１２および図１３に示すように、前記下枠飾り部６６,６８は、板状の部材であって
、装飾体基部４２の前面およびステージ５６における垂下壁面８８の前側を覆うように配
設され、装飾体基部４２に設置される発光手段６４,６４の前側に配置されている。下枠
部５０は、該下枠部５０の左側領域から中央部までの前面を構成する第１下枠飾り部(下
枠飾り部)６６と、該下枠部５０の右側領域を構成する第２下枠飾り部(別の下枠飾り部)
６８とを備え、第１下枠飾り部６６および第２下枠飾り部６８は装飾体基部４２に飾り部
取付ボスＢ２を介して後側からネジ止め固定されている。第１下枠飾り部６６および第２
下枠飾り部６８は、光を透過可能に構成された通光部６７を備え、この通光部６７が発光
手段６４から照射された光により照明されるようになっている。第１下枠飾り部６６では
、有色透明な樹脂板または貫通口で構成されて前記通光部６７になる部分と、光を透過し
ないように不透明に構成された部分とを有し、複数の通光部６７が適宜に配置されている
。
【００５１】
　図１０に示すように、第１下枠飾り部６６は、後側を左側発光手段６４の発光基板６４
ａが横切る位置関係で配置された通光部６７を有し、当該通光部(区分通光部６７Ａとい
う)は、後側を横切る発光基板６４ａにより発光領域が上下に区分されている。左側の発
光基板６４ａには、区分通光部６７Ａの後側に対応する位置に前記第２発光体６４ｃが配
置され、該区分通光部６７Ａにおける発光基板６４ａより下側の領域に向けて第２発光体
６４ｃから光を照射可能に構成されている。すなわち、区分通光部６７Ａは、上方に延在
する下段転動面７２および上段転動面７８に向けて照射された第１発光体６４ｂの光で、
発光基板６４ａより上側の領域が間接的に照らされ、前方に向けて照射された第２発光体
６４ｃの光で発光基板６４ａより下側の領域が直接的に照らされるようになっている。
【００５２】
　一方、前記第２下枠飾り部６８は、全体が有色透明な樹脂板で構成されて、前面全体が
通光部として機能するようになっている。すなわち、第２下枠飾り部６８は、上方に延在
する下段転動面７２および上段転動面７８に向けて照射された第１発光体６４ｂの光で、
右側の発光基板６４ａより上側の領域が間接的に照らされ、前方に向けて照射された第２
発光体６４ｃの光で前面が直接的に照らされるようになっている。ここで、右側の発光基
板６４ａには、上下の両面に第２発光体６４ｃ,６４ｃが夫々実装されているので、上面
に実装された第２発光体６４ｃの光で発光基板６４ａの上側の領域を照らすことができる
と共に、下面に実装された第２発光体６４ｃの光で発光基板６４ａの下側の領域を照らす
ことができる。
【００５３】
(球案内路７０について)
　図３および図６(ｂ)に示すように、前記球案内路７０は、後壁部材６０における後壁本
体の中央部に設けられた後区画部６１と、後壁本体の前側に配置される光拡散部材６２に
おける縦壁部９２中央部に設けられ、後区画部６１の前側を塞ぐ前区画部９３とにより、
上下に連通する縦流路部分が形成されている。また、球案内路７０は、下枠部５０をなす
装飾体基部４２の中央部に設けられて前記縦案内路部分の下端前側に連通する筒状区画部
４３により、前後に連通する横流路部分が形成されており、第１下枠飾り部６６の右端部
に開設された球導出口７０ｂが筒状区画部４３の前側開口に整合している。後区画部６１
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は、前側に開放した略矩形凹状に形成されて、上段転動面７８の上段案内溝７９ａの後縁
より上方および下方に延在するように設けられている。球案内路７０の球導入口７０ａは
、上段転動面７８における上段案内溝７９ａの後縁と後区画部６１とで、前後方向に開口
するように画成される。後区画部６１の底部には、後側から前側に向かうにつれて下方傾
斜する案内リブ６１ａが設けられ(図６(ｂ)参照)、球案内路７０の縦流路部分を流下する
パチンコ球を案内リブ６１ａにより前側に導くようになっている。前区画部９３は、後側
に開放した円弧凹状に形成されて、後区画部６１の前側に整合して該後区画部６１との間
にパチンコ球１個ずつの流下を許容する縦流路部分を画成している。筒状区画部４３は、
パチンコ球１個ずつの通過を許容する前後に連通する筒状に形成されて、下端が前側に開
口する前記縦流路部分に後側開口が連通している。また、筒状区画部４３は、内底面に後
側から前側に向かうにつれて下方傾斜する案内リブ４３ａが設けられ(図６(ｂ)および図
９参照)、球案内路７０の横流路部分を流下するパチンコ球を案内リブ４３ａにより前側
に導くようになっている。そして、球案内路７０の球導出口７０ｂは、第１始動入賞口３
２ａの鉛直方向上側に配置されている。
【００５４】
(ワープ通路５８について)
　図１２および図１３に示すように、前記ワープ通路５８は、庇状部４６の左側部を構成
する左側部飾り体５２に設けられ、後側および左側方に開放した凹状に形成された前通路
画成部９７と、該左側部飾り体５２で前側が覆われる装飾体基部４２とにより、左側方に
開口して遊技領域２０ａに繋がる球入口５８ａが画成されると共に、球入口５８ａを介し
て遊技領域２０ａから入ったパチンコ球を枠状装飾体４０の外側から内側(左から右)に向
けて案内する前通路が画成されている。また、枠状装飾体４０における左側部の装飾体基
部４２には、左側部飾り体５２の後側に通路画成部材９８が配設されている。通路画成部
材９８は、後側に開口する溝状に形成されており、上下に延在する縦溝部分と上下溝部の
下端部から中央部側に向けて屈曲して左右方向に延在する横溝部分とを備えている。ワー
プ通路５８では、通路画成部材９８の溝部分とこの通路画成部材９８における溝部分の後
側開口を塞ぐ前記後壁部材６０の後壁本体により、通路画成部材９８の上端部に前後に貫
通形成された連通口９８ａを介して前記前通路から流入したパチンコ球をステージ５６に
案内する後通路が画成されている。そして、ワープ通路５８は、通路画成部材９８におけ
る横溝部分下端と後壁部材６０の後壁本体とにより、ステージ５６における左側共通転動
面８２の左側部において右側方に開口した球出口５８ｂが画成されている。
【００５５】
　　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。遊技領域２０ａに打ち出
されたパチンコ球は、枠状装飾体４０の左側部に開口する球入口５８ａからワープ通路５
８に入ると、該ワープ通路５８の前通路および後通路に案内されて、枠状装飾体４０の内
側下部に配設されたステージ５６の左共通転動面８２に該ワープ通路５８の球出口５８ｂ
から放出される。左共通転動面８２で案内されたパチンコ球は、上段転動面７８または下
段転動面７２に振り分けされる。上段転動面７８で左右方向に転動するよう案内されたパ
チンコ球は、上段凹状部８０の前縁から前側に設けられた下段転動面７２に流下したり、
また上段案内溝７９ａに嵌り込むことで、該上段案内溝７９ａの傾斜に案内されて球案内
路７０に流入し、球案内路７０で案内されて球案内路７０の球導出口７０ｂから遊技領域
２０ａにおける第１始動入賞口３２ａの直上に放出される。下段転動面で左右方向に転動
するよう案内されたパチンコ球は、下段凹状部７４の前縁から遊技領域２０ａに流下した
り、また下段案内溝７３ａに嵌り込むことで、該下段案内溝７３ａの傾斜に案内されて、
遊技領域２０ａにおける第１始動入賞口３２ａの直上に放出される。ここで、上段転動面
７８または下段転動面７２を越えて右側共通転動面８４に至ったパチンコ球は、該右側共
通転動面８４に案内されて、上段転動面７８または下段転動面７２に振り分けされる。こ
のように、前記ステージ５６は、前後位置および高さが異なる下段転動面７２および上段
転動面７８を有する多段に構成されているので、該ステージ５６において比較的長い時間
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パチンコ球を転動させることができる。そして、ステージ５６は、該ステージ５６から多
様な経路で遊技領域２０ａにパチンコ球を放出することができるので、ステージ５６を転
動するパチンコ球に遊技者の興味を惹き付けることができる。
【００５６】
　前記発光手段６４,６４の第１発光体６４ｂから光を照射することで、下段転動面７２
に入射する光が該下段転動面７２に設けられた第１光拡散部７７で拡散され、これにより
下段転動面７２が全体的に照明される。また、前記発光手段６４,６４の第１発光体６４
ｂから光を照射することで、上段転動面７８と第１発光体６４ｂとの間に延在する第２光
拡散部９０で拡散された光が上段転動面７８に入射し、これにより上段転動面７８が全体
的に照明される。ここで、下段転動面７２および上段転動面７８は、第１発光体６４ｂに
より同時に照明されるが、下段転動面７２に対応した第１光拡散部７７と上段転動面７８
に対応した第２光拡散部９０とが異なる態様で光を拡散するよう構成されているので、同
じ第１発光体６４ｂの光により照明されるのにかかわらず、下段転動面７２と上段転動面
７８とで異なる態様で発光装飾することができる。また、第１光拡散部７７が下段転動面
７２に形成されるのに対し、第２光拡散部９０が上段転動面７８から離間して配設されて
、第２光拡散部９０で拡散された光で上段転動面７８を照明する構成であるから、下段転
動面７２と上段転動面７８との発光装飾の態様の違いを際立たせることができる。このよ
うに、ステージ５６において効果的な発光演出を行うことができ、遊技者の興味をステー
ジ５６により惹き付けることができる。
【００５７】
　実施例では、前記発光手段６４,６４の第１発光体６４ｂから照射した光が、下段転動
面７２と第１発光体６４ｂとの間に延在する第２光拡散部９０で拡散された後に、下段転
動面７２の第１光拡散部７７に入射するように構成されている。下段転動面７２より上方
に延在する上段転動面７８と比べて、下段転動面７２と第１発光体６４ｂとの距離が近い
ので、第１光拡散部７７に加えて第２光拡散部９０で光を拡散するよう構成することで、
下段転動面７２の照明むらをより抑えることができる。換言すると、下段転動面７２と第
１発光体６４ｂとの間に第２光拡散部９０を設けることで、下段転動面７２と第１発光体
６４ｂ(発光手段６４)との距離を近く設定することが可能となり、下枠部５０をコンパク
トにすることができる。また、発光基板６４ａにおいて第１発光体６４ｂの前後位置が上
段転動面７８側に偏倚しているが、上段転動面７８の下側から下段転動面７２の下側にか
けて延在する第２光拡散部９０で第１発光体６４ｂの光を拡散して、上段転動面７８およ
び下段転動面７２の両方へ光を入射させることができる。更に、第２光拡散部９０で拡散
した光により透明な立壁面８６も照明することができる。
【００５８】
　また実施例では、上段転動面７８の後部に対応する光拡散構造が、第２光拡散部９０と
補助光拡散部９１で構成され、上段転動面７８の前部に対応する光拡散構造が、第２光拡
散構造が、第２光拡散部９０のみで構成されているから、上部転動面７８の前後領域にお
いても光の拡散態様の違いにより発光態様を変えることができる。しかも、透明な立壁面
８６を介して第１発光体６４ｂにより発光する第２光拡散部９０を視認することができ、
この際においても、第２光拡散部９０の前後領域で発光態様の違いによる見栄えのよい演
出効果を見せることができる。
【００５９】
　前記発光手段６４,６４の第１発光体６４ｂから光を照射することで、共通転動面８２,
８４に入射する光が該共通転動面８２,８４に設けられた共通光拡散部８２ａ,８４ａで拡
散され、これにより左右の共通転動面８２,８４が全体的に照明される。ここで、下段転
動面７２、上段転動面７８および共通転動面８２,５４は、第１発光体６４ｂにより同時
に照明されるが、下段転動面７２に対応した第１光拡散部７７および共通転動面８２,８
４に対応した共通光拡散部８２ａ,８４ａが同じ光拡散処理である一方、上段転動面７８
に対応した第２光拡散部９０の光拡散処理が共通光拡散部８２ａ,８４ａと異なっている
ので、同じ第１発光体６４ｂの光により照明されるのにかかわらず、共通転動面８２,８
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４と上段転動面７８とで異なる態様で発光装飾することができる。また、共通光拡散部８
２ａ,８４ａが共通転動面８２,８４に形成されるのに対し、第２光拡散部９０が上段転動
面７８から離間して配設されて、第２光拡散部９０で拡散された光で上段転動面７８を照
明する構成であるから、共通転動面８２,８４と上段転動面７８との発光装飾の態様の違
いを際立たせることができる。このように、ステージ５６において転動面全体として効果
的な発光演出を行うことができ、遊技者の興味をステージ５６により惹き付けることがで
きる。
【００６０】
　前記下枠部５０の前面は、左側部から中央部にかけて第１下枠飾り部６６で構成される
と共に、右側部が第２下枠飾り部６８で構成されている。第１下枠飾り部６６は、光を透
過可能な通光部６７を有し、左側の発光手段６４の第１発光体６４ｂから転動面７２,７
４に向けて光を照射した際に、光拡散部７７,９０や転動面７２,７８などで反射した光が
入射することで通光部６７が照明される。第２下枠飾り部６８は、全体が光を透過可能な
通光部となるように構成されており、右側の発光手段６４の第１発光体６４ｂから転動面
７２,７４に向けて光を照射した際に、光拡散部７７,９０や転動面７２,７８などで反射
した光が入射することで、第２下枠飾り部６８が全体的に照明される。すなわち、転動面
７２,７８の発光装飾に合わせて、第１下枠飾り部６６の通光部６７および第２下枠飾り
部６８も発光装飾することができる。また、第１下枠飾り部６６は通光部６７に対応する
前面の一部領域が発光するのに対して、第２下枠飾り部６８は前面全体が通光部として発
光するので、下枠部の前面を左右の領域で発光態様を変化させることができる。更に、第
１下枠飾り部６６と第２下枠飾り部６８とは、別部材であるから、下枠部５０の前面の装
飾態様を簡単に変化させることができる。
【００６１】
　前記発光手段６４は、光を前方に照射可能な第２発光体６４ｃを有しているので、転動
面を照らす第１発光体６４ｂによる第１下枠飾り部６６の通光部６７および第２下枠飾り
部６８の間接的な照明だけでなく、第２発光体６４ｃから照射した光によって第１下枠飾
り部６６の通光部６７および第２下枠飾り部６８を積極的に照明することができる。また
、第１下枠飾り部６６の通光部６７および第２下枠飾り部６８は、第１発光体６４ｂのみ
で照明される場合と、第２発光体６４ｃのみで照明される場合と、第１発光体６４ｂおよ
び第２発光体６４ｃとの両方で照明される場合とで、発光態様を変化させることができる
。特に区分通光部６７Ａは、装飾体基部に配設された発光基板６４ａが該区分通光部を上
下に区分するように延在しているので、特別通光部６７Ａにおいて発光基板６４ａより上
側領域から第１発光体６４ｂから転動面に向けて照射した光が漏れ、特別通光部６７Ａに
おいて発光基板６４ａより下側領域が第２発光体６４ｃから前方に照射した光によって照
らされる。すなわち、特別通光部６７Ａの上下で発光装飾の態様を大きく変えることがで
きる。
【００６２】
　前記発光手段６４を構成する発光基板６４ａは、装飾体基部４２の後面に左右に離間し
て設けられた一対の係止部９４,９５の間に保持されて左右方向および上下方向に位置決
めされると共に、装飾体基部４２と後壁部材６０の後壁本体との間に保持されて前後方向
に位置決めされる。すなわち、発光基板６４ａの取り付けにネジ等の工具を要する固定手
段を用いてないので、発光基板６４ａや下枠部５０の装飾体基部４２にネジ止めのための
スペースが不要になり、発光手段６４の配設に要するスペースをコンパクトにできる。し
かも、発光基板６４ａをネジ止めする構成ではないから、ステージ５６の転動面７２,７
８,８２,８４や下枠部５０の前面などの前側から視認可能な部位にネジ等が露出すること
はなく、ステージ５６の周辺の見栄えを向上することができる。
【００６３】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種
々の変更が可能で、例えば以下のものを採用可能である。
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(１)発光体は、ＬＥＤに限定されず、電球などその他であってもよい。
(２)第２の光拡散部は、少なくとも第２の転動面の下側にあればよく、実施例のように下
段転動面の下側にも延在する構成に限定されない。
(３)遊技盤は、ベニヤ板等の木製であっても、透明または不透明の合成樹脂製であっても
よい。
(４)遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチンコ
球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【００６４】
(５)実施例の区分通光部６７Ａは、光を透過可能な板状部で構成したが、下枠飾り部を前
後に貫通形成された貫通口で区分通光部６７Ａを構成してもよい。そして、図１６に示す
ように、第１下枠飾り部６６は、後側を左側発光手段６４の発光基板６４ａが横切る位置
関係で配置された通光部６７を有し、当該通光部(区分通光部６７Ａという)は、後側を横
切る発光基板６４ａにより発光領域が上下に区分されている。左側の発光基板６４ａには
、区分通光部６７Ａの後側に対応する位置に前記第２発光体６４ｃが配置され、該区分通
光部６７Ａにおける発光基板６４ａより下側の領域に向けて第２発光体６４ｃから光を照
射可能に構成されている。すなわち、区分通光部６７Ａは、上方に延在する下段転動面７
２および上段転動面７８に向けて照射された第１発光体６４ｂの光で、発光基板６４ａよ
り上側の領域が間接的に照らされ、前方に向けて照射された第２発光体６４ｃの光で発光
基板６４ａより下側の領域が直接的に照らされるようになっている。このように変更例の
区分通光部６７Ａであっても、前述した実施例と同様の作用効果が得られる。
【符号の説明】
【００６５】
　１８ 図柄表示装置
　１８ａ 表示部
　２０ 遊技盤
　２０ａ 遊技領域
　４０ 枠状装飾体
　４０ａ 窓口
　５６ ステージ
　５８ ワープ通路
　５８ａ 球入口
　５８ｂ 球出口
　６０ 後壁部材(後壁部)
　６４ 発光手段
　６４ａ 発光基板
　６４ｂ 第１発光体(第１の発光体)
　６４ｃ 第２発光体(第２の発光体)
　６６ 第１下枠飾り部(下枠飾り部)
　６７ 通光部
　６８ 第２下枠飾り部(別の下枠飾り部)
　７２ 下段転動面(第１の転動面)
　７７ 第１光拡散部(第１の光拡散部)
　７８ 上段転動面(第２の転動面)
　８２ 左共通転動面(共通転動面)
　８４ 右共通転動面(共通転動面)
　９０ 第２光拡散部(第２の光拡散部)
　９４ 内側係止部(係止部)
　９５ 外側係止部(係止部)
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